
　青色申告、土地・建物・株式の売買や配当等がある方の確定申告は、竜ケ崎税務署でお願いします。

江戸崎地区（本庁舎） 新利根地区（新利根地区センター） 桜川地区（桜川地区センター） 東地区（東支所）

３階　３３１大会議室 研修室４ 研修室 ３階　第３会議室

２月１７日 （月） 【地区指定なし】 ２月１７日 （月） 余津谷・清久島・橋向

１８日 （火） 太田上・小野 １８日 （火） 押砂・曲渕・四ツ谷

１９日 （水） 太田下・桑山新田 １９日 （水） 六角・結佐

２０日 （木） 堀川・寺内 ２０日 （木）
佐原組新田・手賀組新田
八筋川・境島・大島・三島

２１日 （金） 根本１区 ２１日 （金） 羽生・堀之内・柏木 西代・佐原下手

２４日 （月）
「本庁舎　３階３３１大会議室」で
実施いたします。【全地区対象】

２４日 （月）

２５日 （火） 根本２区・３区 ２５日 （火） 古渡 上之島・石納

２６日 （水） 根本４区・５区・６区 ２６日 （水） 飯出・岡飯出 上須田

２７日 （木） ２７日 （木）

２８日 （金） ２８日 （金）

３月 １日 （日）
「本庁舎　３階３３１大会議室」で
実施いたします。【全地区対象】

３月 １日 （日）

２日 （月） 曽根 ２日 （月） 上馬渡・下馬渡・三次 伊佐部

３日 （火） 中山・狸穴 ３日 （火） 神宮寺 阿波崎

４日 （水） 伊佐津 ４日 （水） 四箇 下須田・釜井

５日 （木） 戌渡・伊崎・南太田 ５日 （木） 阿波 本新

６日 （金） 角崎 ６日 （金） 須賀津・甘田 幸田

９日 （月） 柴崎（寺地） ９日 （月） 浮島 脇川・中島・平須・福田

１０日 （火） 柴崎（寄居） １０日 （火） 浮島 市崎・町田・東大沼

１１日 （水） 柴崎（九軒） １１日 （水） 清水・町田新田・清水新田

１２日 （木） 柴崎（新宿） １２日 （木） 光葉

１３日 （金） １３日 （金）

１６日 （月） １６日 （月）

問い合わせ先：稲敷市役所　税務課　住民税係　電話　０２９－８９２－２０００(代表）　

◎　申告相談会場は、大変込み合いますので、次のことについてご留意願います。

・事業所得、農業所得、不動産所得等を申告される方は、必ず収支内容のわかる書類を事前に作成し、持参してください。

（収支内訳がわからないと、当日に申告ができない場合があります。）

・医療費控除を受ける方は、診療を受けた人、医療費の支払先ごとに領収書を整理し、計算を済ませ内訳書を作成しておいてください。

※　指定の日に都合がつかない方は、別の日に申告してください。（期間内であれば、どこの会場でも申告できます。）

※　本庁舎で受付する場合、早朝(６時頃)庁舎の玄関前に受付簿が設置してあります。　なお、新利根・桜川・東会場の早朝受付簿は警備の関係で設置いたしません。

※　消費税、所得税の申告についての問い合わせは、竜ケ崎税務署にお願いします。　電話　０２９７－６６－１３０３(代表）　

　受付は午後３時まで、申告相談は午前９時からになります（正午～午後１時は除く）。

　午前中の受付者でも受付人数によっては、午後１時以降の相談になる場合があります。

　　　　　　会場
 月日

「本庁舎　３階３３１大会議室」で
実施いたします。【全地区対象】

令和２年度（令和元年所得分）申告相談日程表　　　　申告相談時間

◎平日でも２月２７日(木)・２８日(金）は本庁舎のみの受付（全地区対象）になります。

　　　　　　会場
 月日

【地区指定なし】
【地区指定なし】

【地区指定なし】

【地区指定なし】

【地区指定なし】 【地区指定なし】

【地区指定なし】

裏面もご覧ください。



◆申告・相談はお早めに◆ 

◎確定（住民税）申告期限は令和２年３月１６日（月）です｡ 
確定（住民税）申告の相談・受付は令和２年２月１７日（月）から３月１６日（月）までで

す。また、上記期間中は税務課職員が各申告会場に出向いており、税務課窓口での申告相談は

できません。 
申告相談・受付の詳しい日程・会場は裏面をご覧ください。日程表はホームページにも掲載

しております。 
申告期間中は大変混雑しますので、確定申告書を自分で作成し提出される方は、郵送により

竜ケ崎税務署へ提出をお願いします。 
 

◆申告書にはマイナンバーの記載が必要になります◆ 

 
 

◆市の申告相談会場で相談できない内容◆ 
 次の内容で確定申告される方は申告相談会場ではお取扱いできませんので、竜ケ崎税務署へ

申告するか、税理士へ作成を依頼して下さい。（作成済みの申告書の提出は可能です。） 
 

●令和２年１月１日現在、稲敷市に住民登録のない方の申告 
●青色申告  ●繰越損失のある申告  ●雑損控除の申告 
●分離課税（土地・建物・株式等の売買、配当所得、先物取引等）の申告 
●過年度分（平成３０年分以前）の申告 

 ●収支内訳書のできていない営業・農業・不動産所得等の申告 
●初年度の住宅借入金等特別控除  ●住宅特定改修特別税額控除などの申告 

 ●仮想通貨に関する申告 
 ●国外居住の親族を扶養控除とする申告 
 ●その他高度な判断を要する申告 

◆国税庁ホームページから確定申告書が作成できます◆ 
国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」で「確定申告

書」が作成できます。 
作成がおわったらプリントアウトして税務署に郵送してください。 
また、インターネットから直接申告書の提出や納税ができる「ｅ－Ｔａｘ」の制度がありま

すので、ぜひご利用ください。 
 

≪郵送先≫ 〒301－8601 龍ケ崎市川原代町 1182－5 
竜ケ崎税務署 個人課税部門あて 

              ℡０２９７（６６）１３０３（代表） 
 

◆市県民税（住民税）の申告を忘れずに◆ 
市県民税の申告書は、税金を計算するための資料となるばかりでなく皆さんがいろいろな面

で市の発行する証明を必要とする場合にも使われますので、所得があった方も、なかった方も

必ず申告してください。（年末調整が済み会社から給与支払報告書が市役所へ届いている方、所

得税の確定申告書を提出された方、稲敷市内に住所を有する家族の扶養になっている方は申告

の必要はありません。） 

◎申告が必要な方 

令和２年１月１日現在、稲敷市内に住所を有する人で前年中の状況が次に該当する方です。 

（１）営業等、農業所得、不動産所得（貸地、貸家、駐車場等）、配当所得、雑所得（年金など）、

があった方  
（２）給与所得者で次に該当する方 

（ア）勤務先から稲敷市へ『給与支払報告書』の提出がされていない方（提出したか、

していないかは事業主あるいは経理担当者にお聞きください。）  
（イ）日雇・パート等により勤務先が一定していない方や中途退職しその後年末調整を

受けていない方 
（ウ）給与所得者で給与以外の所得のあった方、または２カ所以上から給与の支払いを

受けた方 
※年末調整済の給与以外の所得が２０万円以下の場合は、所得税の確定申告はしな

くてもよいことになっておりますが、市・県民税の申告はしなければなりません。  
   （エ）医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けようとする方 
（３）公的年金等の所得のみの方で、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配

偶者控除・扶養控除・医療費控除等を受けようとする方  
（４）所得のない人で、次に該当する場合 

  （ア）国民健康保険に加入されている方 
  （イ）後期高齢者医療保険に加入されている方 

（ウ）医療福祉費（マル福）受給者の方 
（エ）非課税証明書または所得証明書が必要な方 
 

※ 申告に必要な書類など詳しいことは、竜ケ崎税務署、または稲敷市税務課までお問い合わ

せください。 

裏面もご覧ください。 
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裏面もご覧ください。 


